
令和８年度越谷市主任介護支援専門員研修受講支援事業補助金交付実施要領 

 

令和８年５月１３日市長決裁 

 

１ 趣旨 

  この要領は、越谷市主任介護支援専門員研修受講支援事業補助金交付要綱（以

下「要綱」という。）第１３条の規定に基づき、令和８年度における要綱の実施

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 補助対象経費（要綱第４条関係） 

  補助対象経費は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に対象主

任介護支援専門員等が修了する法定研修の受講料とする。 

 

３ 補助金の交付の申請書の提出期間（要綱第６条第２項関係） 

  対象主任介護支援専門員等は、補助金の交付の申請書及び添付書類を令和８年

５月１３日（水）から令和８年６月１７日（水）までの間に提出するものとする。 

 

４ 申請書の添付書類（要綱第６条第５項関係） 

 ⑴ 要綱第６条第５項第１号の補助金所要額調書は、「第１号様式別紙」を用い

るものとする。 

⑵ 要綱第６条第５項に規定する申請書に添付する書類を例示すると次のとお

りであること。 

  ア 補助金所要額調書 

    第１号様式別紙のとおり 

イ 就労等証明書 

  第２号様式のとおり 

（対象主任介護支援専門員等を雇用する法人が作成したもの。押印不要。） 

  ウ 法定研修の内容及び受講料が確認できる書類の写し 

    修了する法定研修に係る実施要領そのほかこれに類する都道府県通知 

  エ 介護支援専門員証又は主任介護支援専門員研修の修了証明書の写し 

    有効期間内であって、法定研修を受講するための資格を確認できるもの 

  オ その他市長が必要と認める書類 

    申請書の提出時点では、当該書類の提出を要しない。ただし、申請書及び

前アからエの添付書類の審査結果に基づき、補助金の適正な交付に必要と認

める場合に限り、別に指定する書類の提出を求めるものとする。 

 

５ 補助金の交付決定等（要綱第７条関係） 

  市長は、補助金の交付の申請が多数であって、予算の範囲を超えるときは、抽

選を行い、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。 



６ 実績報告書の添付書類（要綱第９条第２項関係） 

 ⑴ 要綱第９条第２項第１号の補助金実績額調書は、「第７号様式別紙」を用い

るものとする。 

⑵ 要綱第９条第２項に規定する申請書に添付する書類を例示すると次のとお

りであること。 

  ア 補助金実績額調書 

    第７号様式別紙のとおり 

  イ 法定研修を修了したことが確認できる書類の写し 

    法定研修修了証明書の写し 

  ウ 補助対象経費の支出を証明する領収証等の写し 

    次に掲げるもののいずれか 

(ｱ) 法定研修の実施機関が発行する領収証 

(ｲ) 払込取扱票（納付書）で支払った場合、コンビニエンスストア等で発行 

される払込受領証 

(ｳ) 口座振込で支払った場合、金融機関から発行される利用明細書 

  エ その他市長が必要と認める書類 

    実績報告書の提出時点では、当該書類の提出を要しない。ただし、実績報

告書及び前アからウの添付書類の審査結果に基づき、補助金の適正な交付に

必要と認める場合に限り、別に指定する書類の提出を求めるものとする。 

 

７ その他 

  本要領に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 


